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北斗市分庁舎地区要図 
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【北斗市分庁舎地区の概要】                         
■地区人口   １０，４４８人   
■高齢者人口  ２，９９５人 
■高齢化率     ２８．７％ 
■地域内介護サービス事業者数 
○特養(1)、老健(1)、GH(2)、居宅(3)、 
   小規模多機能(2)、地域密着型特養(1) 

【北斗市の概要】 
  

■地域包括支援センター１カ所 
■人   口      ４７，２６０人  
■高齢者人口    １２，７３８人 
■高齢化率       ２７．０ ％ 

計数は、平成28年8月末日現在 
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2015年 

団塊世代 
歳

１ 日本の人口問題、社会保障制度持続存続へ 
   の危惧と社会福祉法人函館緑花会の役割 

（１）人口動態予測
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2025年 
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歳

（２）人口動態予測
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全ての年齢階層で減少

団塊世代 

（３）人口動態予測



２ 地域包括ケアシステムの構築と社会福祉法人改革 
      

  １ 社会保障制度改革国民会議報告から 
   ＊ 規制改革会議、産業成長力会議、予算執行調査など 

  ■ 社会福祉法人の在り方等に関する検討会（2014.7.4）⇒ 社会保障審議会福祉部会（2015.2/12） 

  ⇒ 改正法案閣議決定（2015.4/3）⇒ 189通常国会：改正法案の審議（2015.7：衆議院可決） 

  ⇒ 189通常国会閉会⇒ 190通常国会（1/4～6/1）：継続審議⇒ 改正法施行（H28～、H29～） 

                                                          に至るまで  

  ２ 社会保障費の増嵩と介護保険法の見直し 
    (1)一定以上の所得のある利用者の負担は引き上げるべき 

  (2) 食費や居住費についての補足給付の支給には、資産を勘案すべき 

  (3) 特養は中重度者に重点化を図るとともに、デイサービスは重度化予防に効果がある給付への重点 

    化を図るべき（特養＝特別養護老人ホーム） 

  (4) 介護納付金について、負担の公平性の観点から、総報酬額に応じたものとすべきだが、後期高齢  

   者支援金（国費2,300億円）の状況も踏まえつつ検討 

  (5) 引き続き、介護サービスの効率化・重点化に取り組む 

 

  ３ 社会福祉法人制度改革での論点 
 （１）経営組織のガバナンスの強化 

 （２）事業運営の透明性の向上 

 （３）財務規律の強化(適正かつ公正な支出管理・いわゆる内部留保の明確化・ 

      社会福祉充実残額の社会福祉事業等への計画的な再投資）  

   （４）地域における公益的な取組を実施する責務 

      (５)   行政の関与の在り方 



３ 社会福祉法人の本旨の再確認 

社会福祉法人の本旨 

○ 社会福祉事業に係る福祉サービスの供給確保の中心的役割を果たすだけ  

  でなく、既存の制度の対象とならないサービスに対応していくことを本 

   旨とする法人（社会福祉法第２４条） 

福祉ニーズの多様
化・複雑化 

○ 多様化・複雑化する地域の福祉ニーズに対しては、様々な事業主体が各 

     々の創意工夫により、それぞれ対応していくことが必要。 

○ その中で社会福祉法人については、その本旨に従い、他の事業主体では 

     対応が困難な福祉ニーズに対応していくことが求められる。 

社会福祉法人の役割 

○ 社会環境の変化に伴い、福祉ニーズが多様化・複雑化し、既存の制度（ 

     ＝社会福祉事業）では十分に対応できない者（※）に対する支援の必  

 要性が高まっている。※生計困難者、独居高齢者、認知症高齢者など 

社会福祉法人の本旨
に基づき無料又は低
額な料金により福祉
サービスを提供する
責務の新設 

○ 営利企業等では実施することが難しく、市場で安定的・継続的に供給さ

れることが望めないサービスを供給すること、すなわち、既存の制度の対
象とならないサービスを無料又は低額な料金により供給する事業の実施が
求められる。※現行制度においても、社会福祉法人は、高齢者の生活支援、成年
後見人受任事業など様々な事業を、無料又は低額な料金により展開している。 

○ 規制改革実施計画（閣議決定）においては、こうした社会福祉法人の在

り方を徹底する観点から生計困難者に対する無料・低額の福祉サービスの
提供などの社会貢献活動の実施の義務付けを求めている。 

⇒ 日常生活・社会生活上の支援を必要とする者に対して無料又は低額の

料金により福祉サービスを提供することを社会福祉法人の責務として位置
付け 


